
山梨県民地域貢献者表彰要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地域における主な役職等を複数務めるなど、幅広い分野で

活躍し、地域に対する貢献が特に顕著である者の功績を称え、県民の模範とし

てこれを顕彰することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「地域における主な役職等」とは、市町村長等（副市

長、助役、収入役及び教育長を含む。）、市町村議会議員、法令の規定により

設けられた地方公共団体の委員及び委員会（附属機関を含む。）の委員並びに

自治会、消防団、公益法人その他これらに類する団体の役員をいう。 

 

（名称） 

第３条 この表彰は、山梨県民地域貢献者表彰とする。 

 

（表彰の対象） 

第４条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者であって、地域に対する貢献

が特に顕著であり、県民の模範となると認められるもの（国籍を問わない）を

表彰する。 

（１）市町村長表彰等を受賞している者であって、当該受賞に係る功績分野以外

の分野において、地域における主な役職等を複数歴任し、それぞれの在職期

間の合計が通算１５年以上であるもの（県外における役職について７年６月

まで参入することができる） 

（２）地域における主な役職等を複数歴任し、それぞれの在職期間の合計が通算

２５年以上であるもの（県外における役職について１２年６月まで参入す

ることができる） 

（３）第１号又は前号に該当する者と同等の功績を有すると認められる者 

 

（表彰の方法） 

第５条 表彰は、表彰状と副賞を授与してこれを行う。 

 

（選考方法） 

第６条 市町村長は、第４条各号のいずれかに該当する者があるときは、毎年

度３名を限度に、これを知事に推薦することができる。 

 

（県民推薦） 

第７条 １８歳以上の者で、被推薦者と二親等内の親族関係にない者は、第４

条各号のいずれかに該当する者があり、２名の賛同者（１８歳以上の者で、

被推薦者と二親等内の親族関係にない者）がある場合は、別に定める様式に



必要事項を記載の上、これを知事に推薦することができる。ただし、自らを

推薦することはできない。 

２ 県は、被推薦者が山梨県民地域貢献者表彰の候補者として適当であるか否

かについて、関係市町村の調査を踏まえ関係市町村と協議の上検討を行うも

のとする。 

３ 県は、前号の検討の結果候補者として適当であるとされた者の推薦及び推

薦時期について、候補者の主たる功労に関係する市町村と調整を行うものと

する。 

 

（欠格事項） 

第８条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、表彰を行わない。 

（１）罰金以上の刑に処せられた者(道路交通法(昭和３５年法律第１０５号)

又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和３７年法律第１４５号)

の規定により罰金刑に処せられた者及び刑の言渡しの効力が失われた者を

除く。)  

（２）破産者で復権を得ない者 

（３）その他表彰することが適当でないものと認められる者 

 

（表彰の時期） 

第９条 表彰は、毎年１０月に行うものとする。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年８月５日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和６年３月１３日から施行する。 


